
地域福祉保健計画に基づく 

「市民主体の身近な施設整備」の支援制度のご紹介について 

地域福祉保健計画（地区別計画）に基づく「市民主体の身近な施設整備」の支援制度を令

和５年度より開始しました。制度概要を記載したチラシを作成しましたので情報提供いたし

ます。 

施設整備をきっかけに、地域の皆様で取り組む身近な課題解決につなげていくとともに、

地域の活動がより広がっていくことを目指していますので、ぜひ、この制度をご活用くださ

い。 

１ 制度の概要 

（１）対象となる取組

地域福祉保健計画（地区別計画）に基づく取組

（２）対象となる団体

  自治会町内会（連合や単会）のような地域活動を行う組織 

（３）支援の内容

ア まちづくり活動支援

・事前相談 ：区役所や地域まちづくり課の職員が相談に応じます 

・グループ登録後：団体へのまちづくり専門家の派遣、専門家によるアドバイス等

イ 施設整備

・施設整備にかかる費用 最大100万円（９割助成）

例：交流施設のスロープや手すり、子ども食堂のためのキッチン整備など

２ 支援と整備の流れ 

  事前相談→グループ登録→整備に向けた検討→ 整備費の交付申請→整 備 

・整備費の交付申請を行った場合は、その年度内で整備する必要があります。 

・本制度は次年度以降も継続を予定していますので、次年度での整備も可能です。

なお、次年度の整備をご検討中であっても、今からの相談が可能です。

＜参考＞ 

支援制度の詳細は、横浜市ホームページに掲載 

担当：都市整備局地域まちづくり課 大嶽、大橋 

Tel 045-671-2696 
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都市整備局地域まちづくり課 

二次元コード検索 身近な施設整備 横浜市 







電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（令和５年度非課税世帯）について 

 

１ 給付金の概要 

 エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい  

住民税非課税世帯に給付金を支給します。 
   

(1) 対 象 世 帯 
令和５年６月１日時点で横浜市に住民登録があり、 

世帯全員の令和５年度住民税均等割が非課税となる世帯 

(2) 支 給 額 １世帯あたり ３万円（１回限り） 

(3) 申請受付期間 令和５年 ７月 19 日から令和５年 10 月 18 日まで（必着） 

 

２ 申請手続 

申請手続は、対象世帯の状況により異なります。 

対象世帯の詳細については、別添チラシをご参照ください。 

令
和
５
年
度 

住
民
税
非
課
税
世
帯 

申請

手続 
対象世帯の状況 該当する主な世帯 

必要 

「確認書」が届く世帯 
前回の給付金（５万円）を世帯主以外の 

口座で受給している等の世帯 

「申請書」の提出が必要な世帯 

前回の給付金の受給の有無にかかわらず、

令和５年１月２日以降に市外から転入 

した人がいる等の世帯 

不要 「支給のお知らせ」が届く世帯 
前回の給付金（５万円）を世帯主の口座で

受給している世帯 

 

３ 本給付金に関するお問合せ 

 地域の方からご相談がありましたら、コールセンターや各区の申請サポート窓口を  

ご案内ください。 
 

(1) 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 

電話：0120-045-320 FAX：0120-303-464（耳の不自由な方のお問合せ用） 

【９時から 19 時まで。土日祝を除く。】 

英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・

タガログ語に対応しています。 

 

(2) 申請サポート窓口 

申請書類の配布や記入支援、制度に関するお問い合わせ対応を行う窓口を    

７月３日(月)から各区役所内に開設します。 

【９時から 17 時まで。土日祝を除く。】  

担当：健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 

永井、叶野 

電話：671-4754  FAX：664-4739 

市連会６月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 2 日 

健 康 福 祉 局 総 務 課 



横浜市
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（令和5年度非課税世帯）のご案内

令和5年6月1日時点で横浜市に住民登録があり
世帯全員の令和5年度※「住民税均等割が非課税」の世帯

「確認書」が届く世帯
「申請書」の提出が必要な世帯

※令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入が対象

支給対象と申請の手続き支給対象と申請の手続き支給対象と申請の手続き

給付金の支給額 3万円（１世帯あたり）

支給対象となる世帯 非課税世帯

横浜市 緊急支援 給付金 検索
特設ページ

・同居・別居を問わず、親（課税者）に扶養されている一人暮らしの学生
・同居・別居を問わず、子ども（課税者）に扶養されている方の世帯
・別住所にて単身赴任している夫（課税者）に扶養されている妻と子のみの世帯

対象外
世帯の例

手続きが
必要な世帯

手続きが
不要な世帯 「支給のお知らせ」が届く世帯

詳しくは裏面面へ詳しくは裏面へ

「確認書」「申請書」の申請期限 令和5年10月18日（水）（必着）

住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は支給対象外です。



給付金の申請手続き給付金の申請手続き給付金の申請手続き

「確認書」が届く世帯

「申請書」の提出が必要な世帯

必要事項を記入し、添付書類と一緒に、
専用の返信用封筒で返信してください。

横浜市ウェブサイトからダウンロード、または区役所で
申請書を受け取り、必要書類と一緒に郵送で提出してください。

「支給のお知らせ」が届く世帯

記載内容に変更がない場合、手続きは不要です。
世帯主の口座に給付金を振込みます。

お問合せ
申請サポート窓口(各区役所)
各区役所に、申請手続きをサポートする窓口を
設置しております。
受付期間：7/3～10/18
月～金曜日 :９:00～17:00

横浜市
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
コールセンター

0120ｰ045ｰ320
受付時間：9：00～19：00 ※土日祝を除く

FAX番号：0120-303-464
（耳の不自由な方のお問合せ用FAXです）

※受付日時は変更することがあります。
※受付日時は変更することがあります。

●令和４年度に緊急支援給付金（５万円）を世帯主の口座以外で横浜市から受給した世帯
●令和４年度に緊急支援給付金（５万円）を横浜市から受給しなかった、かつ、
　令和５年１月１日以前から横浜市に世帯全員の住民登録がある世帯

●令和４年度に緊急支援給付金（５万円）を世帯主の口座で横浜市から受給した世帯

●世帯の中に令和５年１月２日から６月１日までに市外から転入した方がいる世帯
●令和５年度非課税相当であっても、市民税・県民税の申告を行っていない方がいる世帯
●令和５年６月１日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯

手続きが必要な世帯

手続きが不要な世帯







（令和５年１月１日～５月31日昨年同期比較）
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熱中症に注意しましょう

毎年梅雨明け後は気温が急上昇し、熱中症による救急搬送事例が増加します。

気温だけではなく、湿度が高いときも熱中症の危険が高くなりますので、こまめな休養と水分補給を心が

けて、室内の温度が28度を超えないようにエアコンや扇風機を使用しましょう。

住宅用火災警報器のバッテリーの寿命は約10年ですが、電子部品の劣化から正確に火災を感知

できなくなる場合を考慮して、機器ごとの交換をお願いします。

O

市 内

鶴 見 消 防 署 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

たばこ54件

こんろ35件

電気機器24件
配線器具18件

その他135件

放火62件

出火原因

総 数

328件

区 内

たばこ７件

こんろ４件

放火２件

排気管２件
電気機器２件

その他14件
出火原因

総 数

31件



 

たばこによる火災が増えています！ 
昨年鶴見区で最も多く発生した火災の原因は、たばこによるもの

で、その多くはたばこの不始末が原因で発生しています。 

たばこの火種はとても小さく、ごみ箱の中や布団の上に落下しても

すぐに燃え上がることはなく、じわじわと燻り続け、時間の経過とと

もに発火に至る特徴があります。 

事例と対策 

◎ケース１・・・ごみ箱から出火 

        灰皿に溜まった吸殻をそのままごみ箱に捨てて外出した 

ところ、時間の経過で出火し周囲に燃え広がった。 

その対策・・・灰皿に水を溜め、吸殻を確実に消火してから処分する。 

       吸殻を捨てるごみ箱は、他のごみ箱と使い分ける。 

        吸殻を捨てる時は、消火できているかもう一度確認する。 

◎ケース２・・・寝たばこによる出火 

        布団の近くにある灰皿に置いた吸いかけのたばこが落下し 

火種が布団の中綿で燻り続けた後時間の経過とともに周囲の 

物に燃え移り出火した。 

その対策・・・寝たばこは絶対にしない。 

防炎製品の寝具を使用する。 

喫煙場所を決め、決まった場所でたばこを吸う。 

◎ケース３・・・灰皿に溜まった吸殻から出火 

        喫煙後ガラス製の灰皿にもみ消し外出したが、完全に消え 

ていなかった火種が溜まっていた吸殻に着火し、高温になっ 

たガラスが割れて周囲に燃え広がった。 

その対策・・・たばこの火は消したつもりでも火種が残っているため、外出 

前に再度確認し、灰皿に吸殻を溜めずにこまめに捨てる。 

◎ケース４・・・ベランダのプランターから出火 

         ベランダに置いたプランターに吸殻を放置し外出した。 

         時間の経過でプランター内の枯草に着火し、燃え広がった。 

その対策・・・水を溜めた灰皿を用意し、ペットボトル、カップ麺の容器、 

プランター等灰皿以外のものを灰皿代わりとして使用しない。 

鶴見消防署 総務・予防課 予防係 ☎ 045(503)0119 









（仮称）豊岡町複合施設再編整備事業について 

 

１ 概要 

豊岡小学校（鶴見区）の建替えの機会を捉え、鶴見駅に近い立地を生かした複合施設（小学
校、図書館、保育所、区民活動センター、民間施設等）の整備を検討しています。 

 
２ 小学校保護者説明会の実施 

（１）開催概要 

５月 15 日（月） 約 30 名 
（２）主なご意見 

・工事のスケジュールや仮校舎に関する情報が知りたい 
・複合化施設に関する不安（児童のセキュリティなど） 

 
３ 意見交換会（ワークショップ）の結果概要 

（１）開催概要 

５月 21 日（日）子育て世代対象 12 名 ／ 27 日（土）幅広い世代対象 18 名 
（２）主なご意見 

  今後の検討の進め方に係るご意見、教育環境やセキュリ
ティに対する懸念、複合施設における交流や学びの場等に
係る提案等が挙げられました。 
ア 検討の進め方 
・検討過程の情報をしっかり発信してほしい 
・今後も、意見交換の機会を設定してほしい 
・気軽に意見を伝えられるような工夫（イベントと合わせた意見交換会の開催等）が必要 

 ・複合化を検討する理由についての説明が必要 
イ 教育環境、セキュリティ等への懸念 
・狭い敷地での複合化への懸念（校舎の高層化、グラウンド面積の確保など） 
・園児・児童のセキュリティ確保への懸念（図書館、民間施設利用者との分離等） 
・工事期間中の生活環境・教育環境への懸念 
・図書館と保育園・小学校との複合化への不安（図書館利用者への音の影響等） 

ウ 複合施設における交流や学びの場等に係る提案 
・多世代、多文化交流 
（人のつながり、視野の広がり等） 

・各施設の連携（学校授業での図書館の活用、小学生の
保育士体験、地域での職業体験等） 

・共働き世帯を支援する機能 
（子ども食堂、朝の子ども預かり等） 

・スタートアップ支援による地域の活性（コワーキング、シェアキッチン等） 

 
 
・子ども、中学・高校生、親子、大人が学べる、利用できる場所（遊び場、自習室、習い
事、図書館、カフェ等） 

・小学校が使用しない時間帯の、地域等のグラウンドの活用 
（マルシェ、フリーマーケット、お祭り等） 
・鶴見駅西口の顔づくりとしての期待 

 
４ ご意見に対する検討の方向性 
（１）今後の検討の進め方 

基本構想策定等の進捗状況については、意見交換の機会に加え、ニュースレターを作成
し、ホームページ等で随時情報を発信していきます。 
（「５ 令和５年度以降のスケジュール（案）」のとおり） 

（２）教育環境、セキュリティ 

生活環境・教育環境やセキュリティの確保と魅力ある複合施設の整備の両立 
グラウンド面積は現状よりも拡大し、教室等は整備水準を満たすようにします。 

（３）複合施設におけるアクティビティ等 

ワークショップでのご意見を実現できるような施設等の整備・運営 
 

５ 令和５年度以降のスケジュール（案） 

これまで実施したサウンディング型市場調査や、意見交換会（ワークショップ）等の内容
を踏まえ、基本構想の策定、事業計画の検討を進めていきます。 
なお、複合施設の竣工は令和 14 年度以降を想定していますが、事業期間の短縮に向けて、

引続き検討していきます。 
【今後の想定スケジュール（令和５年度～）】 

６月中 ワークショップ等でいただいたご意見の取りまとめ（公表） 
７月頃 基本構想の策定に向けた考え方の地域のみなさまへのご説明、意見交換 
 ニュースレターによる進捗状況のお知らせ 
9 月頃 基本構想素案（公表） 
9～10月頃 意見募集、地域のみなさまへのご説明、意見交換 
12 月頃 基本構想（公表） 
R6 1 月頃 事業計画案（整備条件、事業手法、想定スケジュール等）（公表） 
2～3 月頃 地域のみなさまへのご説明、意見交換 
3 月頃 事業計画確定 
R６～７年度 施設計画等検討 
R8 年度頃 工事開始（予定） 

 

鶴 見 区 自 治 連 合 会 定 例 会 
令 和 ５ 年 ６ 月 1 9 日 
財政局、教育委員会事務局、鶴見区 



     

  

   

地区連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

 

                                  横浜市水道局 

                                  配 水 課 長 

      

地下漏水調査の実施について 

 

日頃より横浜市水道事業に御理解と御協力賜り厚くお礼申し上げます。 

横浜市水道局では、漏水事故防止の一環として、調査会社に委託して地下漏水調査を実施 

いたします。 

 

１  調査概要 

 (1)  調 査 名    漏水調査作業委託（その１） 

 (2)  調査場 所    鶴見区内全域 

 (3)  調査会社名    株式会社日本レップス 

 (4)  所 在 地    横浜市中区元浜町三丁目 15番地 

 (5)  電話番 号    ０４５－２６４－８３６１ 

 (6)  現場責任者    小塚 賢一 
 

２  調査期間   

令和５年７月中旬から令和５年 11月上旬までの平日 

 

３ 調査時間 

午前８時４５分から午後５時１５分まで 

             

４  調査方法     

道路上における路面音聴調査と、宅地内に立ち入る漏水確認調査を行います。 

(1) 路面音聴調査 

     路面音聴調査とは、道路内に埋設されている水道局の配水管（水道の本管）及びお客 

さまが所有する給水管を対象に、調査員が漏水探知器を使用して、道路上から漏水音の 

有無を確認する調査方法です。 

(2) 漏水確認調査 

漏水確認調査とは、路面音聴調査によって漏水の疑いが確認された場合、お客さまの 

宅地内で漏水調査機器を用いて漏水箇所を特定する調査方法です。 

宅地内を調査する場合には、事前にお客さまの許可を得てから行います。 

また、御不在の場合は、改めて御訪問させていただきます。 
 

 
 

＜連絡先＞ 

                          水道局配水部配水課漏水管理係  

                                     担当     久保薗・土志田 

                                                 電話   ３３１－１８３８ 

FAX    ３３２－１４４２ 

自治連合会長会説明資料 
令 和 ５ 年 ６ 月 1 9 日 

水 道 局 配 水 課 



             ろ  う   す  い

ろうすい

横浜市水道局 配水課 漏水管理係

  漏水調査のお知らせ
水道局では、調査会社に委託して、鶴見区内の地下漏水調査を実施いたします。

　　　調査期間　令和５年７月中旬から令和５年11月上旬までの平日

　　　調査時間　午前８時４５分から午後５時１５分まで

   ★　調査は下図のように道路上で調査します。

   ★　漏水調査費用は無料です。

   ★　漏水調査により漏水の疑いがある場合、該当するお客さまには
      お声掛けをいたしますが、漏水が無い場合はお声掛けをいたしません。

　※最近悪質な訪問が横行しています。不審者には十分お気をつけ下さい。

夜間・土・日・祝日のお問い合わせは、お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　８４７－６２６２へお電話下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※おかけ間違いのないようご注意ください。

横浜市保土ケ谷区仏向西４－１　

   電話：045-331-1838（平日:午前8時45分から午後5時15分まで）

　担当：久保薗・土志田

はちよんなな



　　　こつか　けんいち

　　　　横浜市中区元浜町三丁目15番地　　　　電　話：０４５－２６４－８３６１　　　　

　　　　現場責任者：小塚　賢一　　　　　　　　携帯電話：０９０－５８０７－１９３２　　　　

漏水調査委託会社の制服

　　　お客様がお住いの地域では「株式会社日本レップス」に
　　水道局が委託して漏水調査を実施します。
　　　下記作業服を着用した調査員が漏水調査を実施しますので、
　　ご協力をお願いいたします。

株式会社　日本レップス



場所: 横浜市資源循環局鶴見工場
※公共交通機関をご利用ください。

鶴見工場（ごみ焼却工場）では、工場見学や３Ｒ夢プランを紹介する楽しいイベ
ントを４年ぶりに開催します。クレーン疑似操作体験、収集車体験乗車、電動ミ
ニ収集車、下水道を学ぶコーナーなどイベント盛り沢山。リユース家具の抽選会
や苗木の配布、防災キャンペーンとして消防音楽隊によるアンサンブル演奏を予
定しています。

≪問合せ≫

横浜市 資源循環局 鶴見工場
住所： 鶴見区末広町１－１５－１
電話： ０４５－５２１－２１９１

≪交通≫
鶴見駅東口（ＪＲ＆京浜急行）
⑧番乗り場より
臨港バス「ふれーゆ」行き
終点「ふれーゆ」下車 (徒歩1分)

クレーン擬似操作体験

リユース家具提供（抽選）
（申込み：10:00～12:30）

収集車体験乗車
（工場施設見学）

鶴見工場

下水をきれいにするしくみを勉強しよう
（サンプル展示と顕微鏡で微生物さがし）

苗木を配布します
（先着順になります）

消防音楽隊アンサンブル演奏
（写真はオーケストラ演奏時です）

フードドライブにご協力をお願します。 くわしくはこちら

JR鶴見駅

京浜急行鶴見駅花月総持寺駅

国道駅

鶴見小野駅

国道15号線

首都高速道路（横羽線）

産業道路

弁天橋駅 浅野駅

至羽田至三ッ沢・横浜

至横浜 至川崎

至川崎至横浜

鶴
見
川

他にも盛りだくさん！！
・キッズスタンプラリー
・電動ミニ収集車運転

・ポップコーン&風船配布！
・災害用トイレ展示
・工場見学案内



令和５年６月 19 日 

自治会町内会長 各位 

鶴見区総務課長 

「緊急時情報一斉伝達システム」テスト送信の実施について（ご依頼） 

新緑の侯、皆様におかれましては、日頃から地域防災に御尽力いただき誠にありがとう

ございます。 

横浜市では平成 29 年度から、地震・大雨などにより災害が発生するおそれがある時に、

迅速かつ確実に情報を受伝達する手段として、「緊急時情報一斉伝達システム」（別紙参照）

を導入しております。このシステムは、電話で区役所から災害に関する情報を自治会町内

会長の皆様に一斉に発信することにより、皆様がいち早く防災情報を受け取れるものです。

これまでにも、このシステムを活用し、緊急時に必要となる情報を提供しています。 

つきましては、緊急時に向けた訓練として、テスト送信を実施いたしますのでご協力を

お願いいたします。 

１ テスト実施日時

令和５年６月 30 日（金） １０：００ 

２ 発信元電話番号（この番号から皆様に連絡させていただきます） 

  ０５０－３１９６－２７００ 

３ テスト内容

登録されている電話番号宛てに訓練用の情報を発信します。 

詳細は裏面をご確認ください。 

４ 連絡先の変更について 

 連絡先の変更を希望される方は、お手数ですが別紙の届出用紙を６月 28 日までに御提

出ください。 

※新しく町内会長になられた方については、事前に本システムの概要を説明し、連絡

先変更届の提出を依頼しております。

担当：鶴見区総務課地域防災担当 

勝倉・川添 

電話 510-1656 ＦＡＸ510-1889 

裏面あり

単独資料NO.６ 



「緊急時情報一斉伝達システム」のテスト送信について 

標記システムにつきまして、緊急時に向けた訓練として、テスト送信を実施いたします。 

つきましては、システムから御登録いただきました電話に訓練情報を受信されましたら、

下記の方法で御回答下さい。 

１ テスト送信日について 

令和５年６月 30 日（金）午前 10 時頃

２ テストメッセージ内容 

「訓練、訓練、こちらは鶴見区役所です。 

これは、緊急時情報一斉伝達システムのテスト送信です。メッセージを聞いて、答えの

番号を押してください。まずはじめに、シャープを押してください。」 

シャープ（♯）を押すと、「本日 10 時現在鶴見川が避難判断水位を越えました。今後、

避難指示が発表される可能性があります。確認できた方は「１」を、もう一度お聞きに

なる方は「２」、もう一度始めから聞きたい場合は「０」のプッシュボタンを押して下さ

い。」という内容が流れます。 

３ 操作方法について 

(1) 上記の電話番号から送信されますので、メッセージにしたがって御回答ください。

(2) テスト送信のため、回答がない場合にはシステムが２回かけ直しを行います。

(3) 電話を取ることができなかった場合は、お手数ですが上記電話番号にかけ直しをお

願いします。

【担当】鶴見区総務課危機管理・地域防災担当  

 TEL：510-1656  FAX：510-1889 

tr-bousai@city.yokohama.jp 

送信元電話番号 050-3196-2700 
携帯電話の番号を申請された方は、

事前に携帯電話の電話帳に「一斉伝達システム」と登録してください



緊急時情報一斉伝達システム登録・変更・削除届 

令和  年  月  日 

（申請先） 

横浜市鶴見区長 

申請者 住所 

署名 

緊急時情報一斉伝達システムへの（登録 ・ 変更 ・ 削除） を希望する

ので、次の通り申請します。   （希望の内容を○で囲んで下さい） 

１ 自治会町内会名 

２ 役 職 

フリガナ

氏 名 

（変更の場合は、前任者の氏名も御記入下さい） 

前任者： 

３ 電話番号 

※外出時にも連絡が届くようできるだ

け携帯電話の番号を御提供ください。 

－ －

＜個人情報の取扱い＞ 

御記載いただいた個人情報につきましては、横浜市が定める「個人情報の取扱い」に沿って適切に

取扱います。また、御記載いただいた個人情報を他に伝達することは一切ございません。 

※横浜市個人情報の保護に関する条例第４条第１項の規定により、「個人情報を取扱う事務開始」

の届出書を横浜市長に提出しています。

【申請方法】 

申請書に必要事項を御記入のうえ、下記問い合わせ先まで直接、御持参いただくか、ＦＡＸ 

または郵送にて御提出をお願いします。 

【問い合わせ先】 

鶴見区役所 総務課 危機管理・地域防災担当（電話：510-1656 FAX：510-1889） 

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央３－20－１ 



地震・大雨などにより災害発生や発生するおそれがある時などに、必要な情報を迅速かつ確実に自治

会町内会長の皆様に提供するとともに、皆様が情報を受け取ったことを区役所が確認できる、「緊急時

情報一斉伝達システム」を運用しています。 

１ システムの特徴 

(1) 一斉伝達

身近な情報伝達手段である電話を活用して、自治会町内会長の皆様に一斉に情報を伝達します。

その他に、質問に返信することができます。 

※外出時にも連絡が届くよう、自治会町内会長の携帯電話番号を登録くださいますようお願い致します。 

(2) 受信状況等の確認

自治会町内会長の皆様の受信状況や、回答状況を区役所で確認が可能です。

(3) 伝達状況確認による迅速な対応

ア 電話に出られなかった場合は、自動リダイヤルを行う場合があります。

イ 電話に出られなかった場合はシステムの番号に電話をかけ直すと、発信された情報を聞くことが

できます。

ウ 受信したことが確認できなかった場合は、個別に連絡する場合があります。

(4) 提供情報

ア 大地震発生後の地域防災拠点開設について

イ 津波警報発表について

ウ 鶴見川・多摩川河川氾濫情報について

エ 土砂災害警戒情報発表（即時避難指示）について

オ 記録的短時間大雨情報・大雨特別警報について

２ システムの概要 

 

「緊急時情報一斉伝達システム」の御案内

各自治会町内会長 

鶴見区役所 

確認 未確認 町会 

回答一覧 

災害発生の恐れ！ 

情報を 

自動音声で伝達 

＜例＞
こちらは鶴見区役所です。本日 11 時現在 
鶴見川が避難判断水位を越えました。
今後、避難指示が発表される可能性があります。

情報を確認しましたは、１番
もう一度聞くは、   ２番

② 
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